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Ｑ４　インターネット通信料金などで、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場
合、改正法附則第５条第２項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する
経過措置の適用対象になりますか。

Ａ４　改正法附則第５条第２項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する経
過措置の適用を受ける電気通信役務は、事業者が継続的に提供することを約する
契約に基づき、施行日前から継続して提供し、かつ、施行日から平成26年４月
30日までの間に、検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る
料金の支払を受ける権利が確定するものです。
　質問の通信料金は、使用量の多寡にかかわらず毎月、一定額を支払うものであ
り、検針等により料金の支払を受ける権利が確定するものではないことから、こ
の経過措置の適用対象となりません（経過措置通達７）。
　なお、電気通信役務の料金設定が多段階定額制となっている場合、例えば、「使
用量Ａまでは○○円、使用量Ａを超えた場合には××円とする。」といった場合
には、その使用量に応じて料金の支払を受ける権利が確定することになりますか
ら、この経過措置の適用対象となります。

Ｑ５　通信販売等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
Ａ５　通信販売（不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、

郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従
って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に
規定する契約に係る販売を除きます。）の方法により商品を販売する事業者が、
指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合に
おいて、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販
売するときは、その商品の販売については旧税率が適用されます
（改正令附則５③）。

Ｑ６　改正令附則第５条第３項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「提
示する準備を完了した場合」とは、具体的にはどのような場合をいうのですか。

Ａ６　改正令附則第５条第３項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「提
示する準備を完了した場合」とは、販売条件等の提示方法に応じ、いつでも提示
することができる状態にある場合をいいますから、例えば、販売条件等を掲載し
たカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当します。
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注記　このＱ＆Ａは事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表
現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合にお
いては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


